
指定訪問介護事業所 石巻市社協ホームヘルパーセンター（事業所指定番号 第０４７０２０１１８７号） 

指定訪問介護重要事項説明書別紙１ （令和８年６月１日改定） 

 

１ 職員の配置状況 

（１）管理者氏名 今野 明美 

（２）職員配置 

職種 常勤 非常勤 常勤換算 指定基準 備考 

１．事業所長（管理者） １名  １名 １名  

２．サービス提供責任者 ６名  ６名 

利用者数が 

４０又は 

その端数を 

増すごとに 

１名以上 

 

３．訪問介護員 １７名 １８名 ２４.２名 ２．５名 ※兼務者含む 

 (1)介護福祉士 １５名 １０名 １９.０名  

(2)訪問介護養成研修１級 

（ヘルパー１級）課程修了者 
０名 ０名 ０名 

 

(3)訪問介護養成研修２級 

（ヘルパー２級）課程修了者 
２名 ８名 ５.２名 

 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における常勤職員の

所定勤務時間数（例：週40時間）で除した数です。 

 

２ 利用料金表（特定事業所加算Ⅱ） 

身体介護（１回あたり） 

サービス内容 単位数 利用料 
ご利用者負担金 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

２０分未満 １７９単位 １，７９０円 １７９円 ３５８円 ５３７円 

２０分以上 

３０分未満 
２６８単位 ２，６８０円 ２６８円 ５３６円 ８０４円 

３０分以上 

６０分未満 
４２６単位 ４，２６０円 ４２６円 ８５２円 １,２７８円 

６０分以上 

９０分未満 
６２４単位 ６，２４０円 ６２４円 １,２４８円 １,８７２円 

９０分以上 

30分増す毎に 

567単位に82 

単位の倍数を

乗じ、10％を

加算した単位 

30分増す毎に 

5,670円に820 

円の倍数を乗

じ、10％を加

算した金額 

30分増す毎に 

567円に82円

の倍数を乗

じ、10％を加

算した金額 

１割負担額に

２乗した金額 

１割負担額に

３乗した金額 

生活援助（１回あたり） 

サービス内容 単位数 利用料 
ご利用者負担金 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

２０分以上 

４５分未満 
１９７単位 １，９７０円 １９７円 ３９４円 ５９１円 

４５分以上 ２４２単位 ２，４２０円 ２４２円 ４８４円 ７２６円 

※円未満は四捨五入 
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身体介護２０分以上３０分未満に引き続き生活援助を行う場合（１回あたり） 

サービス内容 単位数 利用料 
ご利用者負担金 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

２０分以上 ３４０単位 ３，４００円 ３４０円 ６８０円 １，０２０円 

４５分以上 ４１１単位 ４，１１０円 ４１１円 ８２２円 １，２３３円 

７０分以上 ４８３単位 ４，８３０円 ４８３円 ９６６円 １，４４９円 

 

身体介護３０分以上１時間未満に引き続き生活援助を行う場合（１回あたり） 

サービス内容 単位数 利用料 
ご利用者負担金 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

２０分以上 ３４０単位 ３，４００円 ３４０円 ６８０円 １，０２０円 

４５分以上 ４１１単位 ４，１１０円 ４１１円 ８２２円 １，２３３円 

７０分以上 ４８３単位 ４，８３０円 ４８３円 ９６６円 １，４４９円 

 

身体介護１時間以上１時間半未満に引き続き生活援助を行う場合（１回あたり） 

サービス内容 単位数 利用料 
ご利用者負担金 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

２０分以上 ６９５単位 ６，９５０円 ６９５円 １，３９０円 ２，０８５円 

４５分以上 ７６７単位 ７，６７０円 ７６７円 １，５３４円 ２，３０１円 

７０分以上 ８３８単位 ８，３８０円 ８３８円 １，６７６円 ２，５１４円 

 

身体介護１時間半以上に引き続き生活援助を行う場合（１回あたり） 

サービス内容 単位数 利用料 
ご利用者負担金 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

２０分以上 

30分増す毎に567

単位に82単位の

倍数を乗じ、65

単位を加算した

合計に10％を加

算した単位 

30分増す毎に

5,670円に820

円の倍数を乗

じ、650円を加

算した合計に

10％を加算し

た金額 

30分増す毎に

567円に82円の

倍数を乗じ、

65円を加算し

た合計に10％

を加算した金

額 

１割負担額に 

２乗した金額 

１割負担額に 

３乗した金額 

４５分以上 

30分増す毎に567

単位に82単位の

倍数を乗じ、130

単位を加算した

合計に10％を加

算した単位 

30分増す毎に

5,670円に820

円の倍数を乗

じ、1,300円を

加算した合計

に10％を加算

した金額 

30分増す毎に

567円に82円の

倍数を乗じ、

130円を加算し

た合計に10％

を加算した金

額 

１割負担額に 

２乗した金額 

１割負担額に 

３乗した金額 

７０分以上 

30分増す毎に567

単位に82単位の

倍数を乗じ、195

単位を加算した

合計に10％を加

算した単位 

30分増す毎に

5,670円に820

円の倍数を乗

じ、1,950円を

加算した合計

に10％を加算

した金額 

30分増す毎に

567円に82円の

倍数を乗じ、

195円を加算し

た合計に10％

を加算した金

額 

１割負担額に 

２乗した金額 

１割負担額に 

３乗した金額 

※円未満は四捨五入 

 ２人の訪問介護員を派遣した場合には２倍となります。  
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通常加算 単位数の加算割合 備考 

早朝  ６：００～ ８：００ ２５％加算  

夜間 １８：００～２２：００ ２５％加算  

深夜 ２２：００～ ６：００ ５０％加算  

介護職員処遇改善加算Ⅳ 
１ヶ月の利用総単位数 

合計の１７.０％加算 
 

※早朝・夜間・深夜の加算については、サービス開始時刻が上記時間内に該当した場合に加算

されます。 

 

その他加算 加算額 備考 

初回訪問介護加算 ２００円／月  

緊急時訪問介護加算 １００円／回  

訪問介護生活機能向上連携加算Ⅰ １００円／月  

訪問介護生活機能向上連携加算Ⅱ ２００円／月  

 

３ 苦情の受付について 

職 氏 名 北部地区総括主任ホームヘルパー兼サービス提供責任者 芳 賀 明 美 

電話番号 ０２２５－２３－４１５１ 

受付時間 
毎週月曜日～金曜日  午前８時３０分～午後５時１５分 

（但し、１２月２９日～１月３日を除く） 

※担当者に変更が生じた場合については、新たに提示させていただきます。 

 


